
主            文
　　　　　　１　原判決を次のとおり変更する。
　　　　　　２　被控訴人らの訴えのうち，控訴人らに対し５６４０万円及びこれに対する平

成１１年１月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払
を求める部分をいずれも却下する。

　　　　　　３　被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
　　　　　　４　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人らの負担とする。
　                    事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
　１　控訴人Ａ
　　(1)　原判決中控訴人Ａの敗訴部分を取り消す。
　　(2)　上記控訴人Ａ敗訴部分のうち，同控訴人に１３７５万円及びこれに対する遅延損

害金の支払を求める部分の訴えをいずれも却下する。
　　(3)　被控訴人らのその余の請求を棄却する。
    (4)　訴訟費用は第１，２審を通じて被控訴人らの負担とする。
　２　控訴人会社
      主文同旨
　３　被控訴人ら
　　(1)　本件控訴をいずれも棄却する。
　　(2)　訴訟費用は控訴人らの負担とする。
第２　事案の概要
　１(1)　本件は，蒲郡市が，蒲郡情報ネットワークセンター・生命の海科学館（以下「本件

科学館」という。）の開設準備のために，博物館等の企画制作を業とする控訴人
会社との間で締結した化石標本類の購入契約（①平成９年９月２５日締結の原
判決別表１記載の化石標本類２８４点を代金総額７０００万円で購入する旨の購
入契約，②平成１０年６月１７日締結の原判決別表２記載の化石標本類８５点を
代金総額１億７７４５万円で購入する旨の購入契約。以下「本件各購入契約」と
いう。）が，随意契約の方式で契約を締結するに際して遵守すべき蒲郡市契約
規則に反し，あるいはその代金の約定が，目的を達成するために必要かつ最少
の限度を超える経費の支出をしてはならない旨定める地方自治法（平成１１年
法律第８７号による改正前のもの。以下同じ。）２条１３項（現同条１４項），地方
財政法４条１項に反するものであり，同市は支払われた代金額から適正金額を
控除した金額の損害ないし損失を被ったとして，同市の住民である被控訴人ら
が，同市に代位し，上記契約締結及び代金の支出命令を行った同市の市長で
ある控訴人Ａ個人に対して，地方自治法１３８条の２の定める執行機関の誠実
執行義務違反（不法行為）に基づく損害賠償として，また契約の相手方である控
訴人会社に対して，上記各購入契約のうちの一部（各契約で購入された原判決
別表１のNo.１ないし３，同別表２のNo.４，６，８ないし１１，１３，１５，１７記載の１
２品目（以下，個別には，そのNo.で表し，総称して「本件化石類」という。なお，こ
れら１２品目を含め上記各購入契約の対象たる化石類及び隕石類を総称する
場合には「本件化石類等」という。）についての部分）に関する上記適正金額を
超える約定代金部分について，地方自治法２条１３項，地方財政法４条１項の趣
旨に著しく反し，公序良俗に反するもので私法上も無効であるとして，不当利得
返還請求に基づき，連帯して，同市に対し，上記適正金額との差額である１億５
４０９万円及びこれに対する訴状送達の日の後である平成１１年１月２８日から
支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金を支払うことを求めた
住民訴訟である。

(2)　控訴人らは，①被控訴人らの請求のうち平成９年の購入契約に係る部分は，
監査請求期間が遵守されておらず不適法である（本案前の抗弁），②本件化石
類はいずれも貴重かつ稀少で，他の方法では入手不可能なものであり，相見積
りを徴求すべき前提を欠くから，被控訴人らが主張する随意契約締結の際の手
続の違法（蒲郡市契約規則２２条に定める相見積りの徴求による適正価格の確
認不履行）はない，③本件化石類についての約定代金はいずれも適正であっ
て，被控訴人らの主張するような違法はない，などとして争った。

　２　原審は，本件化石類の代金約定は，契約締結担当者の裁量権を考慮してもなお
上記各法条の趣旨に著しく反し，明らかに違法であり，社会通念上も著しく妥当性
を欠くと認められ，本件化石類のうちNo.２，４，８ないし１１，１３及び１７について，
鑑定による最高評価額に１．５を乗じた金額又は判明している輸入申告価格に３を



乗じた金額のうちより高い金額を超える部分（合計６５６８万円）については，私法
上もまた無効というべきであるとして，控訴人らに対し，不当利得ないし損害賠償と
して，連帯して６５６８万円及びこれに対する平成１１年１月２８日から支払済みまで
年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で，控訴人らの請求を認容し
た。

そこで，これを不服とする控訴人らが本件控訴に及んだ。
なお，１審原告のうち１審原告Ｂ及び同Ｃは，当審において訴えを取り下げた。

　３　本件の前提となる事実（争いのない事実等），争点，争点に関する当事者双方の主
張は，当審における当事者の主張に従って，以下のとおり付加訂正するほかは，
原判決「第２　事案の概要」の１及び２に記載のとおりであるからこれを引用する。
なお，以下，略称等は原判決に準じて用いることとする。

　　(1)　原判決３頁１６行目冒頭から同４頁６行目末尾までを次のとおり改める。
　　　「(3)　蒲郡市は，控訴人会社との間で，本件科学館の開設準備のため，以下のと

おり業務委託契約や化石標本類購入契約（本件各購入契約。以下，冠せ
られた丸囲み数字を付して，「①契約」などという。）を締結し，その代金等
を支払った。
ア　平成９年４月１日　　①プロデュース業務委託契約（委託料２５００万円）

及び②資料収集委託契約（委託料１０００万
円）の各締結

イ　同年７月３１日　　　①契約の委託料内金２０００万円の支払
ウ　同年９月２５日　　　③原判決別表１記載の化石標本類２８４点の購入

契約（代金総額７０００万円）の締結
エ　同年１０月２日　　　③についての支出命令
オ　同年１０月２０日　　③契約の代金７０００万円の支払
カ　平成１０年４月１日　④プロデュース業務委託契約（委託料２５００万円）

及び⑤資料収集委託契約（委託料２９９２万
５０００円）の各締結

キ　同年４月１５日　　　①契約の委託料残金５００万円及び②契約の委託
料１０００万円の各支払

ク　同年６月１７日　　　⑥原判決別表２記載の化石標本類８５点の購入契
約（代金総額１億７７４５万円）の締結

ケ　同年９月２５日　　　⑥契約の代金１億７７４５万円の支払
コ　平成１１年４月２３日 　⑤契約の委託料２９９２万５０００円の支払」

　　(2)　同４頁１４行目の「監査請求」の次に「（以下「本件監査請求」という。）」を付加す
る。

    (3)　同４頁２３行目冒頭から５頁２４頁末尾までを次のとおり改める。
　　　「(1)　監査請求期間の遵守の有無（本案前の争点）
　　　　（控訴人Ａの主張）

ア　本件訴えのうち，控訴人らに対して前記１(3)オ（引用に係る付加訂正後の
原判決）の７０００万円から被控訴人らが適正金額と主張する１３６０万円を
控除した５６４０万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める部分
は，適法な監査請求を欠き不適法であるところ，原判決において，上記７０
００万円のうち５６２５万円については既に請求棄却の本案判決がされてい
ることから，７０００万円から５６２５万円を控除した１３７５万円（及び遅延損
害金）の支払を求める部分について，訴えが却下されるべきである。（な
お，仮に上記抗弁が認められない場合には，請求棄却の判決を求める趣
旨である。）

イ　すなわち，まず第一に，契約に基づいて支出命令が出され，支出がなされ
る事例のように，財務会計上の行為が一連の手続によって構成される場合
においては，各行為が財務会計行為としては一応別個のものと観念され，
それぞれが独立して監査請求及び住民訴訟の対象となり得るものであると
しても，支出行為を対象とする監査請求が，支出行為固有の違法事由を主
張するのではなく，契約締結に違法事由があることを理由とするのであれ
ば，地方自治法２４２条２項本文所定の監査請求の期間は当該契約締結
時から起算すべきものである。そのように解さなければ，当該契約に基づく
支払行為が続く限りは支払行為に固有の違法事由がなくとも契約締結行
為の違法を主張して監査請求を行うことができることになり，監査請求期間
を定めた法の趣旨を没却することになる。



原判決は，この点に関し，被控訴人らの主張は，③契約と⑥契約の一部
無効をいうものであるから，同無効部分に係る履行義務のない債務につい
て弁済名下に公金の支出命令を発したという固有の違法性主張を内包し
ていると解すべきであるとして，監査請求期間の遵守に欠けるところはない
旨判示しているが，被控訴人らの主張は，要は契約の一部無効をいうのみ
であってそのような主張は含まれておらず，支出命令に固有の違法を主張
するものではない。

本件で被控訴人らが控訴人らに対して求めている損害賠償等の請求の
うち，平成９年１０月２０日に支払われた７０００万円の代金は，③契約に基
づくものであり，この契約は原告らによる監査請求より１年以上前に締結さ
れたものであるから，結局適法な監査請求を経ていないことに帰するという
べきである。

ウ　また，仮に，被控訴人らの主張に上記のような主張が含まれているとして
も，市長が行うのは支出命令までであり，支払行為は収入役によって行わ
れるところ，本件③契約に係る支出命令は，平成９年１０月２日に行われて
いるから，これに対する監査請求は同日を起算日として１年以内になされ
なければならないことになる。平成１０年１０月１９日にされた本件監査請求
はこれを徒過しており，いずれにせよ不適法である。

なお，本件支出命令については，蒲郡市の決裁規定により，市長の補助
職員である主管部長である企画部長が専決処分をしている。したがって，
本件支出命令について地方自治法２４２条の２第１項４号に基づき市長が
負うべき責任の原因は，専決させた補助職員に対する指揮監督責任という
ことになる。

いずれにせよ，被控訴人らの本件訴えのうち，③契約に基づく代金支払
額とこれについて被控訴人らが適正金額と主張する金額との差額等の支
払を求める部分は，適法な監査請求を経ておらず，不適法である。

エ　これに対し，被控訴人らは，地方自治法２４２条２項ただし書に定める正
当理由がある旨主張するが，失当である。③契約については，平成９年３
月の市議会で購入予算が，また同年９月の市議会で購入契約締結議案
が，それぞれ公開の下で審議・議決されていたのであり，監査請求人団の
一人は市議会議員の妻であったこと，蒲郡市内の全戸に配布された「がま
ごおり議会だより」の平成９年１１月１日号に，同年９月の定例市議会で，同
市が控訴人会社から，本件科学館に展示される化石として，オーストラリア
産のエディアカラ動物群化石，中国産の澄江動物群化石，カナダ産のバー
ジェス動物群化石の合計２８４点を代金７０００万円で随意契約により購入
する旨の議案が審議され，可決された旨の記事が掲載されていること，ま
た同じく同市内の全戸に配布された「広報がまごおり」平成１０年２月１日号
には，平成９年度に購入した上記化石の説明が写真入りで掲載されていた
ことからすると，遅くとも平成９年度末（平成１０年３月末日）までには，被控
訴人らにおいて相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて住民監査
請求をするに足りる程度に③契約及びこれに係る支出命令の存在及び内
容を知ることができたものというべきである。したがって，その日から６か月
以上を経過した同年１０月１９日にされた本件監査請求は相当の期間内に
監査請求をしたものとは解されず，正当な理由があるということはできな
い。

仮にそうでないとしても，平成９年度の本件化石類の購入については，
平成１０年度の本件化石類の購入と併せて新聞及び週刊誌によって大きく
報道され，遅くとも平成１０年７月３日ころには被控訴人らにおいて相当の
注意力をもって調査すれば，客観的にみて住民監査請求をするに足りる程
度に③契約の締結及びこれに係る支出命令の存在及び内容を知ることが
できたというべきである。したがって，その日から３か月半以上経過した同
年１０月１９日にされた本件監査請求は相当の期間内に監査請求をしたも
のとは認められず，正当な理由があるということはできないと言うべきであ
る。

オ　被控訴人らは，本件監査請求は，対象事実として，控訴人らに対する不
法行為による損害賠償請求を怠る事実も含むものである旨主張するが，財
務会計上の怠る事実についてであれば常に監査請求の期間制限が及ば
ないと解すべきではないし，そもそも本件監査請求において，そのような怠



る事実に係る請求がされたとみることはできない。被控訴人らが引用する
最高裁判決は，本件とは事案を異にするものである。

　　　　（控訴人会社の主張）
ア　本件訴えのうち，控訴人らに対して前記１(3)オ（引用に係る付加訂正後の

原判決）の７０００万円から被控訴人らが適正金額と主張する１３６０万円を
控除した５６４０万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める部分
は，適法な監査請求を欠き不適法であるから，訴えが却下されるべきであ
る。

イ　公金の支出は，支出負担行為，支出命令及び狭義の支出から成るとこ
ろ，前二者は地方公共団体の長の権限に属するのに対し，後者は出納長
又は収入役の権限に属するものであり，各行為に適用される実体的，手続
上の法規も異なるのであるから，そのいずれを監査請求の対象とするかに
より，違法事由も監査内容も異なることになる。したがって，監査請求の対
象が狭義の支出である場合でも，支出行為固有の違法事由を主張するの
ではなく，契約締結に違法事由があることを理由とする場合には，監査請
求の期間の起算日は当該契約締結日と解すべきである。　

ウ　さらに，被控訴人らの本訴請求は，当時の蒲郡市長である控訴人Ａの行
為の違法に基づくものであるから，監査請求期間は，支出負担行為（契約
締結）の日である平成９年９月２５日ないし支出命令の日である同年１０月
２日であるところ，本件監査請求はそのいずれから起算しても１年以上を経
過した後に行われていることは明らかであるから，いずれにせよ本件訴え
のうち上記部分は不適法として却下を免れない（最高裁平成１４年７月１６
日判決参照）。

（被控訴人らの主張）
ア　控訴人らの主張は争う。
イ　契約の締結行為とその履行行為（支出命令，支出行為）とは，財務会計行

為としては別個のものであり，それぞれが独立して監査請求及び住民訴訟
の対象となり得ることはいうまでもなく，したがって，監査請求期間も各行為
ごとに起算されるべきである。

そして，本件のように，市長による契約締結とこれに基づく支出命令と
が，同一の行政機関によって行われた財務会計行為である場合，契約締
結に違法事由が存すれば，支出命令にも承継されるのは当然である。

ウ　本件では，支出命令がなされたのは平成９年１０月２日であり，本件監査
請求より１年以上前であるが，支出命令は，現実の支出によって，財務会
計上の行為として現実化し，外部的に完成され，その適否及びそれによる
地方公共団体の損害の発生の有無を客観的に判断することが可能になる
のであるから，現実の支出と一体の行為と解するべきであり，監査請求の
期間は，現実の支出の日から起算すべきである。

また，支出命令の権限を有する者の責任の観点からみても，同権限を有
する者は，支出命令を行うに当たってその適否を検討べきであることはもち
ろん，同命令の発出後においても現実の支出が行われるまでは，支出命
令の適否を検討し，違法事由があると判断した場合にはその行為を取り消
すべき義務があるのであり，支出命令が監査請求より１年以上前にされて
いるからといって，その責任を免れ得るものではない。

エ　本件監査請求は，適法であり，蒲郡市の監査委員においても適法なもの
として取り扱われている。被控訴人らは，従前の証拠関係に鑑み，原審最
終口頭弁論期日において収入役に対する請求を取り下げたが，これによっ
て本件監査請求が遡及的に不適法となるものではない。

オ　仮に，本件監査請求が，原則として本件支出命令の日から１年以内にさ
れなければならなかったとしても，本件監査請求は，地方自治法２４２条２
項ただし書きにいう「正当な理由」を有するものとして適法である。すなわ
ち，上記正当な理由の有無は，特段の事情がない限り，普通地方公共団
体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為
を知ることができたか否か，また知ることができたと解される時から相当な
期間内に監査請求を行ったか否かによって判断されるべきところ（最高裁
平成１４年９月１２日判決，同年９月１７日判決），被控訴人らは，この支出
命令がいつなされたかは知らず，また知ることができなかったのであり，か
つ，平成１０年１０月１９日に本件監査請求をしているのであるから，上記正



当な理由があるというべきである。
カ　仮に，被控訴人らの上記主張が是認されないとしても，本件監査請求は，

要するに，本件化石類等の購入価格が暴利，すなわち社会通念に反する
程度に著しく高価であり，その購入契約が公序良俗に違反する無効なもの
であるとして，控訴人らに対する損害賠償請求を行うべきことを対象として
なされたものである。したがって，本件監査請求は，控訴人らによる本件各
購入契約の締結等自体のほか，控訴人らが，上記公序良俗に反する無効
な契約に基づき本来蒲郡市が支払うべき必要のない代金を支払わせたこ
とに基づき，蒲郡市が控訴人らに対して有する損害賠償請求権の行使を怠
っていることをも，その対象として含んでいるものと解すべきである。そして
上記損害賠償請求権は，本件各購入契約が財務会計法規に違反する違
法なものであったとされて初めて生ずるものではなく，その成否は，控訴人
会社と蒲郡市との間の本件各購入契約の締結が公序良俗に反する違法な
ものとの評価を受け，これに加担した控訴人らの行為が不法行為であると
の評価を受けること，これにより蒲郡市に損害が生じたこと等を確定すれば
明らかになる（本件各購入契約が財務会計法規に違反する違法なもので
あったか否かについて検討する必要がない）のであるから，同請求権の行
使を怠る事実について地方自治法２４２条２項本文の監査請求期間の制限
が及ばないとしても，財務会計行為について上記期間制限を設けた同規定
の趣旨を没却することにはならない（最高裁平成１４年７月２日判決，同１０
月３日判決等参照）。

　　したがって，本件監査請求については，上記監査請求期間の制限は及ば
ず，本件は適法に監査請求を経たものというべきである。」

(4)　同７頁２５行目末尾に行を改め，次のとおり付加する。
　「以上のとおり，本件科学館には同館のコンセプトに適合した特別の一点を展

示する必要があったところ，これを期間内に調達・納入することができる能力
を有した者は控訴人会社以外になかったのであるから，相見積りを取ることは
不可能であって，被控訴人らの主張はその前提を欠くというべきである。」

(5)　同９頁４行目末尾に次のとおり付加する。
「また，控訴人らは，Ｄとの人脈形成の重要性について強調し，そのための

費用を本件売買代金の積算根拠として挙げるが，失当である。控訴人らの主
張する費用は，本件澄江動物群化石の標本自体の価格とは何ら関係のない
ものであることは明らかである。」

(6)　同９頁２５行目「（No.4）は，」の後に次のとおり付加する。
「輸入申告価格によれば，１４５４万３６３７円であり，また」

(7)　同１０頁１行目末尾に次のとおり付加する。
「本件標本の輸入申告価格が，１４５４万３６３７円に過ぎないことからして

も，価格が不適切であることは明らかである。」
(8)　同１１頁１７行目冒頭から１６頁１３行目末尾までを次のとおり改める。

「（ 控訴人らの主張 ）
被控訴人らの主張は否認ないし争う。

ア　本件化石類の約定代金額の相当性
被控訴人らの主張する適正金額は，誤った前提に基づくものか，具体

的な根拠を欠くものである。以下のとおり，本件化石類の約定代金額は
相当である。
(ア)　考慮されるべき要素

控訴人会社は，企画と標本収集・展示とをパッケージとして提案す
る業務形態をとってきており，本件科学館に関する企画案を提案する
時点において，既に同展示の核となり得る入手困難な標本をある程度
確保していたし，各標本の専門分野の国内外の一流の学者との広範
なネットワークを有していた。このような事情も考慮されて，蒲郡市が
平成８年度から平成１０年度の事業として検討していた構想（蒲郡市
の高度情報化計画及び海洋情報センターの建設）の具体化・推進に
ついて同市の委嘱を受けて検討していた蒲郡市新世代高度情報化計
画委員会の答申で，控訴人会社の本件科学館に関する企画案が採
用されることとなった。この経緯をふまえ，展示用標本の選定収集及
び価格の設定は，控訴人会社において以下のように行われた。

展示用標本の選定収集については，上記答申を踏まえて，本件科



学館が，①観光施設としての機能，②教育施設としての機能，③研究
施設としての機能を有するべく，①との関係では，大きいこと，世界一
であること，日本一であること等分かりやすい驚きの要素を取り入れる
こと，②との関係では，地球史，生命史の中で，新しい地球観，生命観
を提案するについて必要なポイントとなる標本を１つずつ取り入れるこ
と，③との関係では，本件科学館に科学者が集まり，新たな研究の素
材となり得るような標本を集めることを基本方針とすることとし，蒲郡
市の概ねの予算が明らかになった時点で，控訴人会社において具体
的に選定の上，必要な標本を購入したものである。購入に際しては，
国内外の学者の見解を参考としつつ，必要かつ良質な標本が市場に
出る前に探し出す作業を行い，収集した。また，展示標本としては，出
自が明確で，適法・適正に入手されたものであることが必要であり，ま
た郵政省の補助事業としての制約から，全ての標本類は，事業年度
内（平成８年度から１０年度）に購入・納入される必要があった（さらに
関係資料の整備期間を考慮すれば，平成１０年度中には納品の必要
があった。）。

本件各購入契約における本件化石類等の価格設定については，控
訴人会社の社員であったＥが，①同人自身購入に携わり，購入価格・
実費等が明らかなものについては，その購入価格及び実費を基準と
して価格を決定し，②既に購入されていたものや珪化木のように取引
の過程で入手できたために，購入価格や実費が明らかでないものに
ついては，通常の市場価格や寡少性（入手困難性）等を勘案して価格
を決定した。この際，上記の経過を踏まえ，既に確保済みであった標
本群を補完すべき標本を決定する知的作業をしたことも各標本の価
格設定について按分加算したが，これは，通常企画料または管理費と
もいうべき実質を有する費用であるところ，蒲郡市との契約が収集委
託という形ではなく，物品購入という名目で行われたために，代金額と
して折り込むべきこととなったものである。このほか，実際に各標本を
購入した価格に加えて，標本によっては，展示用に切断したり，磨いた
りした加工費，標本の品質を現地で確認したり，当該標本が正規に採
取されたものであるかや提示された書類の正確性を別途確認するた
めに要した費用も加算されている。また，本来，上記のような趣旨で本
件化石類等を一括して随意契約で購入するという方法を採らざるを得
なかったものであるから，購入価格の妥当性は，一品ごとの価格の比
較検討ではなく，購入品全体についての代金総額の妥当性の問題と
して検討されるべきである。

化石は，一つ一つが全く別物であり，同一の物は存在しない上，そ
の価格は，貴重性・稀少性，出自，大きさ，数量，品質，保存状態等に
より大きく左右される。そして，本件化石類等は，大学や研究者らが対
象とする科学的価値と，博物館や科学館において基準となる展示的
価値の双方を兼ね備えたミュージアムクオリティを有する，貴重かつ
稀少で学術的価値の高いものであるから，いわゆる一般の化石業界
においては流通しないものが多く含まれている。控訴人会社が採用し
た上記価格設定の方法は，そのような場合における価格設定方法と
して合理的なものというべきである。

　　　      (イ)　本件鑑定結果（原審鑑定嘱託に基づくもの。以下「本件鑑定」といい，これ
に関連して当審において尋問した鑑定嘱託先の法人代表者を「鑑定
人」という。）等について

　　　　　　　　被控訴人らは，化石標本類を取り扱う業者らによる本件鑑定を根拠とし
て，本件約定代金額が著しく高額である旨主張する。

　　　　　　　　しかし，鑑定人たる上記業者らはいずれも，海外の標本店やミネラルショー
での購入が主たる取引先であり，学者等に直接標本の収集を委託し
たりするような取引業態はとっていないのに対して，控訴人会社は，前
記のとおり，各標本の専門分野で一流の国内外の学者との間で広範
なネットワークを有し，これに基づき，自ら本件科学館のコンセプトに
合った標本の収集を行い，標本の収集過程において，直接学者に収
集委託や鑑定依頼をすることを通じて，これら一流の学者を本件科学
館における展示や活動に結びつけるネットワークを構築する等，企



画，標本収集・展示をパッケージとして提案するような業務形態をとっ
ている。したがって，鑑定人らの価格設定は，控訴人会社における価
格設定とまったく前提を異にするものであって，比較の対象とはなり得
ないというべきである。

また，株式会社Ｆの鑑定書によれば，輸入申告価格ないし購入先
からの送り状記載の価格を基準とした算定方法が採られているようで
あるが，同社の取引先は上記のとおり海外の標本店等であり，控訴人
会社のように学者等が相手である場合とは，その金額の持つ意味が
異なるのであるから，控訴人会社に当てはまるものではない。

  (ウ)　被控訴人らが，代金額が著しく高すぎると主張する本件化石類（１２
品目）についての個別的反論は以下のとおりである。
ａ　澄江動物群化石（№１，15）

カナダのバージェス動物群化石より１０００万年ほど前の化石で，
現在知られる最古の脊椎動物が含まれているという意味で学術的
に極めて有用であり，総数２６９個の標本群は日本国内において他
に類を見ない。本件科学館の研究施設としての機能上，重要な標
本である。澄江研究の第一人者であるＤ教授とのネットワークを確
立する役割も果たした。

被控訴人らは，１個約３万円で入手した実例があると主張する
が，何らの根拠もない。控訴人会社は，これを納入するに当たり，
原判決別表３－１記載のとおり，取得原価９９７万６８５３円と，同別
表３－２中右欄に「①」と記載した出金項目のとおり（ただし，左欄の
乙号証枝番１４及び同１５の列を削除し，平成１０年６月１０日の各
出金項目に「Ｄに会うための出張（澄江）」とあるのを「資料収集のた
めのニューヨーク滞在費用の一部」とそれぞれ改める。また，これに
伴って，同別表３－１の右欄に「別表３－２の①参照」とある列の「仕
入に要した費用」欄記載の「\13,887,559」を「\11,287,559」と改め
る。），本標本の鑑定を依頼したＤ教授との連絡等に要した費用や
鑑定費用１１２８万７５５９円を実費として出捐している。これに，一
般の人件費・経費をも加算すべきことを考えれば，３４２５万円の代
金は適正である。

本件鑑定において示された販売実績価格等は，いずれも前提と
なる販売数が限られているほか，ミネラルショー等での購入を前提
とするものであったり，その出自や品等が不明である等，本件につ
いて何ら参考になるものではない。

ｂ　エディアカラ動物群化石（№２）
　　　　　　　　　国内には，国立科学博物館に古い資料が１点あるのみで，一般にオース

トラリア政府によって，国家遺産（自然遺産）として輸出が禁止され
ているのみならず，採取も禁じられているため，市場に出回ることは
ほとんどない。正規に輸出するためには，自然遺産の専門委員会
の審査を受ける必要があるが，この審査は極めて厳しいものであっ
て，申請が認められることは稀である。本標本は，輸出許可を得て
日本に持ち込まれたものであり，その希少性は明らかである。

　　　　　　　　　本標本は，控訴人会社がＧ県立生命の星・地球博物館（以下「Ｇ県立博
物館」という。）に納入予定だった６個のうちの４個であり，収集委託
がキャンセルとなった際にＧ県に返却した金額２８７８万７０００円の
３分の２に当たる１８００万円を基準として定めたものであり，１６００
万円の代金は適正である。

　　　　　　　　　本件鑑定において示された価格等は，正規の輸出証明が添付されたも
のではなく，鑑定人尋問（当審）においても，鑑定人らはその入手が
困難であることを認めており，何ら参考となるものではない。

　　　　　　　ｃ　バージェス動物群化石（№３）
上記ｂと同様，一般の業者では入手できないものであり，当然に

その価格は高額にならざるを得ない。特に，８１点もの標本を一つ
の科学館が所蔵することは極めて珍しく，国内における本件科学館
の地位を高めるに十分である。

なお，この標本を取得するについては，原判決別表４記載のよう
に合計２３５９万０６１０円の経費を要している。控訴人会社は，取得



した標本の中から，ミュージアムクオリティを備えた８１点を本件科
学館に納入し，手元に１８点を残しているが，良質の８１点を入手す
るための費用として，上記金額全部が必要であったと考えるべきで
ある。本来は一般的な人件費等を加算する必要があるが，蒲郡市
の予算の制約に鑑み，ほとんど利益を乗せることなく販売価格を２
７００万円としたものであり，適正な価格である。

本件鑑定において示された価格等は，８１点ものまとまったコレク
ションの調達は不能とした上での数値であり，何ら参考になるもの
ではない。

　　　　　　　ｄ　古代クジラ骨格化石（№４）
本標本は，残存率が約９５パーセントと高い上，開口した状態で

特徴的なヒゲ状の歯列をよく観察することができる世界的にも極め
て希少性の高い標本である。

国内には，４９００万円で購入された同種の標本がＨ県立自然史
博物館に存在する程度であるが，状態は本件科学館に納入された
標本の方が優れている。また，アメリカ合衆国の化石発掘で有名な
ブラックヒルズ研究所が取り扱った比較的サイズ・品質の近似した
同時代のクジラの化石があるが（「BALA」），その全長が７．５メート
ルであるのに対し，本標本は，全長が８．３メートルと大きい上，開
口している点で，大きさ，品質ともに，当時公立博物館における展
示標本の中では世界一と言い得るものである。そこで，「BALA」の
価格（２５万米ドル）の２倍に当たる５０万米ドル（５５００万円）を基
本として，これにアメリカからの梱包費用５０万円，保険費用６０万
円，輸送費用６０万円として加算して（総額５６７２万円），販売価格
（５３９５万円）を決定した。

輸入申告書記載の金額は，控訴人会社とアメリカのディーラーと
の間で，従前控訴人会社がいくつかの化石の売買があり，手付金
を交付したにもかかわらず買い受けできなかった案件等があり，そ
の清算を本標本と桂化木の代金額で調整したものであり，実態を反
映した価格ではない。

本件鑑定等において示された価格等は，実際の取引事例に基づ
くものではなく，恐竜等との対比に基づく推計に過ぎないから，全く
参考になるものではない。

　　　　　　　ｅ　マーチソン隕石（№６）
これは，太陽系の平均的化学組成と一致し，その原料物質と考

えられている。相当量の水分や有機物を含むという特性を有する
が，落下直後からの保管状態によって大きく影響を受けるところ，
本標本は，落下直後から研究資料として質を維持するべくアルミ箔
等で酸素を遮断して保管されたために極めて保管状態が良く，入手
困難な資料である。

控訴人会社は，本標本とアエンデ隕石（№５）外２点を取得するた
め７万４５００ドル（９２４万円）を支払ったが，うち１点は抱き合わせ
で買わされたほとんど無価値なものであり，他の１点は１００万円相
当であったため，結局，本標本とアエンデ隕石の取得費用として８２
４万円を出捐していることになる。そこで，本標本とアエンデ隕
石（No.５）をそれぞれ６１９万円，７１４万円と評価の上，合計１３３３
万円で蒲郡市に売却した。人件費等の一般経費を考慮すれば適正
な金額であることが明らかである。

本件鑑定等において示された価格等は，真空保管を前提としな
いものであり，何ら参考になるものではない。

　　　　　　　ｆ　テクタイト（№８）
テクタイトは，隕石が地上に激突した際に地中のガラス質の物質

が圧力と熱で溶かされて結晶化し，激突の衝撃で大気中に飛散し
たものであるため，一般市場に出回っているものは，通常長さ数セ
ンチメートル，重さ１００グラムから１５０グラムの小さな水滴状また
はすりこぎ状のものばかりであり，本件のように大きくて（３キログラ
ム）不定形のものは極めて稀少である。

控訴人会社の取得金額は１８０万円であったが，蒲郡市との取引



上の制約を考慮して，販売価格を１５６万円としたもので，控訴人会
社としては赤字である。上記金額は，同じ産出地（東南アジア）の市
場価格を参考に，これを本標本の大きさに引き直した金額を２４万
円と割り出し，希少性や諸経費を考慮して１２０万円を購入原価相
当分とした上，梱包，輸送，保険費用５万円を加算し，利益を見込
んで算出したものである。

本件鑑定等は，１社が販売実績に基づく回答をしているが，その
形状や大きさは不明であり，２社が形状や大きさの違いを理由に算
定不能と回答していることからしても，参考にならないことは明らか
である。

　　　　　　　ｇ　珪化木（№９）
本件のような全長約９メートルの標本は，アメリカ自然史博物館，

スミソニアン自然史博物館，ロンドン自然史博物館，オーストラリア
自然史博物館でも展示されておらず，世界的にみても極めて稀少
である。同等のものといえるのは，アメリカ合衆国・アリゾナ州の珪
化木自然博物館に自然の状態で公開されているもののみであり，
将来的にも入手は困難である。

そのため直接参考となる類似のものが見当たらず，価格の算定
は，市場に出回る機会の多いスライス状の標本のうち産出地・時
代・直径が近似するものを９メートル分に換算することによって行っ
た。アメリカの化石・岩石・隕石などのオークション会社であるフィリ
ップスで出品されたスライス状の標本（最長部８２．５５センチメート
ル，最短部６１センチメートル，厚さ３センチメートル）の落札価格（３
２５０米ドル＝３３万７５００円）を参考とし，標本両面の切断費用を２
万円，各面の研磨費用を５万円として換算すると，総額８０９５万円
（(337,500－70,000)×300＋20,000×10＋50,000×10)となり，本件
標本の方が，参考標本よりも断面の美しさの点で優れていたが，蒲
郡市の予算上の制約から，３分の１を減じ，５４００万円と試算した。
これに，アメリカから日本への輸送費用として，梱包費用３０万円，
保険料６７万円，輸送費用５０万円を加算し，総額５５４７万円となっ
たが，全体予算との関係でさらに１０００万円を減じ，最終価格を４５
００万円としたものである。

控訴人会社は，元々，Ｔ－Ｒｅｘという恐竜化石の購入代金として
相当額を送金したが，同化石をアメリカの大手企業が購入した結
果，控訴人会社はこれを入手できなくなったため，代物弁済のよう
な形でこの珪化木を取得することになった。したがって，その取得費
用は，Ｔ－Ｒｅｘのために出捐した５２９４万９４５４円となるから，４４
５６万円の代金は適正である。なお，輸入申告書記載の金額は実
態を反映していない（古代クジラに同じ。）。

本件鑑定における価格等は，算定不能とするもののほか，いず
れも具体的可能性を前提としない推計に過ぎないことを鑑定人自
身自認するものであり，何ら参考となるものではない。

　　　　　　　ｈ  イスア礫岩（№１０），アミツォークナイス（№１１）
これらは，標本業界の一般市場では流通していない極めて希少

性の高いものである。
このため，Ｇ県立博物館に納入した際に採取に要した経費を価

格決定の基準価格とした。実際に要した経費は，本標本を採掘する
ためにのみ要した費用ではないが，何度も調査と採掘を重ねる必
要があり，グリーンランドにおける標本採取の実費は５０００万円以
上に上る。かかる実費額を基準とすると高額にならざるを得ないこ
とから，各標本を採取する場合を想定して経費を積算すると，別紙
１ないし３記載のとおりであり，代金合計１２２９万円は合理的な額と
いうべきである。

原審鑑定は，いずれも算定不能としている。
　　　　　　　ｉ　ストロマトライト（№１３）

未解明の部分が多く，カナダのスレイブ湖周辺で採取されたもの
は化石年代上重要な意味を持ち，したがって価値も高い。

控訴人会社は，市場で流通していないため，Ｇ県立博物館に納



入する際に採取にかかった経費を価格決定のための基準価格とし
た。これを取得するために控訴人会社は５５９万００８４円を出捐し
ており，また上記ｈと同様の推計によっても，６３５万円の代金は適
正である。

本件鑑定における価格等については，上記のとおりカナダ産の
重要性から，ボリビア産のものと比較するのは誤りであるし，ボリビ
ア産も購入不可能であることを鑑定人自身自認しているから，何ら
参考にならない。

　　　　　　　ｊ　シーラカンス化石（№１７）
本標本は，シーラカンス類の進化上ごく初期のもので，状態もよく

稀少価値の高いものである。
本標本の購入価格は１２万円であったが，正規の採掘化石であ

ることの証明のため，アメリカのディーラーの代表者に直接採取者
に確認してもらう必要があったことから，そのための費用として３５
万円程度を要した。したがって，代金６８万円は適正でないとはいえ
ない。

本件鑑定における価格等からしても，妥当な価格ということがで
きる。

イ　蒲郡市における価格設定の適否等に関する検討
  　　　蒲郡市は，原判決別表１記載の化石標本類については，品質を学者の鑑

定により，価格を国内の博物館との意見交換（学芸員による調査）によっ
て得た情報等により，その正当性，妥当性を判断した上で，市議会の議
決を経たものである。また，同別表２記載の化石標本類については，地
学，地質学，地球惑星学，博物館学等の自然科学の第一人者である学
者らを委員とする蒲郡海洋情報センター標本評価委員会（以下「本件評
価委員会」という。）に，真贋，本件科学館のコンセプトへの適否及び価
格の妥当性について評価を依頼し，その答申（価格の適正については，
やや高価なもの，安価なものもあるが，全体的には妥当で入手すべき価
格と考えられるというもの）に基づいて，市議会で具体的に審議の上，議
決を経たものであり（なお，同評価委員会は，当時既に納入済みであっ
た平成９年購入分についても審議している。），適正な手続を経て定めら
れているというべきである。

　　　　原判決は，本件化石類等の購入価格の適正について，取得に要した費用
を基礎として，一般経費，特別経費を加え，さらに適正な利益を上乗せ
する方法で算出した金額と対比することにより，検証することが可能であ
り，かつ検証すべきであるとするが，このような内容は売買契約の売主
にとって企業秘密に属することであって，当然にその提示を求めることが
できるものではない。そして，本件のように対象が稀少，貴重で，一般に
その取得原価や諸経費の算定を行うことが困難な場合は，かかる検証
は困難なのであって，原判決は，控訴人Ａに不可能を強いるもので，そ
の意味でも失当である。」

(9)　同１７頁２行目「反するものであり，」の後に「社会通念上も著しく妥当性を欠
き，」を付加する。
同１７頁１１行目末尾に行を改め，次のとおり付加する。

(10)　「ウ（当審において追加された予備的請求）
また，蒲郡市は，控訴人らに対する上記損害賠償債権ないし不当　利

得返還請求権の行使を怠るものであるから，被控訴人らは，地方　自治
法２４２条の２第１項４号に基づき，怠る事実の相手方である　控訴人ら
に対し，蒲郡市に代位して，予備的に同額の損害賠償を求　める。」

(11)　同１７頁１２行目冒頭から２２行目末尾までを次のとおり改める。
「（控訴人らの主張）

ア　被控訴人らの主張は争う。
イ　随意契約については，地方公共団体の長及び契約担当者には広範な裁

量が認められるところ，前記のとおり本件各購入契約に係る本件化石類等
については，その品質，価格等について，本件評価委員会等における適切
な審議・承認を受け，高い評価を得ているものであり，議会においても実質
的な審議の上で本件各購入契約の了承を得て行われているものである。し
たがって，本件各購入契約の締結について，何らの瑕疵も認められない。



ウ　仮に何らかの瑕疵が認められるとしても，行政法上の瑕疵によって直ちに
随意契約の私法上の無効を来すことはなく，随意契約によることができる
場合に該当しないことが何人の目にも明らかである場合や，契約の相手方
において随意契約の方法による当該契約の締結が許されないことを知り，
又は知り得べかりし場合のように，当該契約の効力を無効としなければ随
意契約の締結に制限を加える法及び令の規定の趣旨を没却させる結果と
なる特段の事情が認められる場合に限り，私法上無効となり得る（最高裁
昭和６２年５月１９日判決）のみである。随意契約における契約価格の適正
が問題となる場合でも，上記のとおり随意契約については広範な裁量が認
められる以上，契約の相手方が不測の損害を被ることがないよう，その効
力を否定するについては，さらに格段の違法性がある場合に限られるとい
うべきであり，ことさらに売主の利益を図ったり，当該資産と代金額との間
に対価性が認められないほどの著しい不均衡がある等の特段の事情がな
い限り，契約が無効とされることはないというべきである。　　　

エ　また，地方自治法２条１３項，地方財政法４条１項は，地方公共団体がそ
の事務を処理するに当たって準拠すべき指針を一般的，抽象的に示したも
のに過ぎず，私法上の効力規定ではないから，上記のとおり対価的な不均
衡が著しい場合に公序良俗に違反するものとして全部無効をもたらすこと
はあり得ても，代金の約定が一部無効を来すことはないというべきである。

原判決は，本件の売買代金の約定について一部無効として売買代金を
減縮し，控訴人会社に減縮部分に相当する金額の返還を命じたが，これ
は，裁判所が本件売買契約における代金を決定したことになり，私的自治
の原則や契約締結自由の原則に反し，許されないことである。売買契約が
可分で，その一部が無効とされても，無効とされた代金相当額と対価的均
衡に立つ目的物の返還が認められる場合は別論，それ以外の場合には，
売買契約の一部無効は認められるべきではない。仮に原判決のいうよう
に，当事者の合理的意思が残部だけでも効力を維持することにあると考え
られる場合には，なお一部無効を認める余地があるとしても，本件におい
て，控訴人会社は本件化石類を原判決が判示したような金額で蒲郡市に
売却する意思はない。したがって，本件について一部無効を認める余地は
ない。

なお，仮に一部無効を来すとする原判決が支持され得るとしても，その
無効となる「不当な部分」とは，著しく高額な部分を超える部分に限られると
解すべきである（控訴人Ａ）。」

第３　当裁判所の判断
　１　当裁判所は，被控訴人らの本件請求のうち，控訴人らに対し５６４０万円及びこれ

に対する平成１１年１月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を
求める部分は，不適法であるからこれをいずれも却下し，その余の請求は理由が
ないから，これをいずれも棄却すべきものと判断するが，その理由は，以下のとお
りである。
(1)　監査請求期間（③契約関係）の遵守の有無（本案前の争点）について

ア　証拠（甲１，２，丙７，１６の１，２及び１７）に前記当事者間に争いのない事実
等を総合すると，次のとおり認められる。
(ア)　控訴人Ａは，平成９年９月２５日に，③契約についての債務負担行為を，

同年１０月２日に，同契約についての支出命令をそれぞれ行い，同年１０月
２０日に，収入役がその支払を行った。

(イ)　被控訴人らは，平成１０年１０月１９日，蒲郡市監査委員会に対し，控訴
人Ａ及び収入役が行った，③契約の締結，代金の支出命令及び支出につい
て，ａ同契約には随意契約によることのできる場合に該当しない違法があ
る，ｂ購入価格が輸入価格の数倍から１万倍という暴利行為に当たり，民法
９０条により無効であるなどとして，控訴人Ａ及び収入役に対し，控訴人会社
に違法に支出した金員相当額の損害賠償，支出を予定している金員の支出
の差止めの勧告を含む適正な措置をとるよう請求（本件監査請求）した。

(ウ)　③契約については，平成９年９月１２日，蒲郡市議会総務常任委員会に
おいて，同契約の締結決議案が審議され，９月定例会において議決された。
がまごおり議会だより平成９年１１月１日号には，同契約について，本件科
学館に展示される化石として，控訴人会社から，オーストラリア産のエディア
カラ動物群化石，中国産の澄江動物群化石，カナダ産のバージェス動物群



化石の合計２８４点を７０００万円で随意契約により購入する議案が審議さ
れ，可決された旨の記事が掲載されるとともに，上記総務委員会での主な
質疑として，購入先を一社見積もりとした理由についての答弁等が紹介され
ている。また，広報がまごおり平成１０年２月１日号には，平成９年度に購入
した上記化石の説明が掲載されている。

(エ)　被控訴人らは，原審において当初収入役であったＩに対しても訴えを提起
していたが，平成１４年６月７日，同訴えを取り下げた（裁判所に顕著）。

      イ　公金の支出は，具体的には，支出負担行為及び支出命令がされた上で，狭義
の支出がされることによって行われるものである（地方自治法２３２条の３，２３
２条の４第１項）が，このうち支出負担行為及び支出命令は当該地方公共団体
の長の権限に属するのに対し，狭義の支出は出納長又は収入役の権限に属
する。しかもこれらの者から他の職員に委任等により各別に権限が委譲される
ことがあり，これらの行為に適用される実体上，手続上の財務会計法規の内
容も同一ではないのであって，各行為は，公金支出のために行われる一連の
行為ではあるが，互いに独立した財務会計上の行為というべきものである。公
金の支出の違法又は不当を問題とする監査請求においては，これらの行為の
いずれを対象とするかにより，監査すべき内容も異なることになるから，これら
の行為はそれぞれ独立して監査請求の対象事項となるのであり，地方自治法
２４２条２項本文所定の監査請求期間も，それぞれの行為のあった日から各別
に計算すべきものと解すべきである（最高裁平成１４年７月１６日第三小法廷
判決・民集５６巻６号１３３９頁）。

　　　　　本件は，③契約に係る支出負担行為及び支出命令をした職員である控訴人Ａ
に対し損害賠償請求を行う住民訴訟であるから，これに前置すべき監査請求
は，それぞれ支出負担行為及び支出命令のあった日から１年以内にされてい
なければならないところ，前記事実関係によれば，被控訴人らは，いずれの日
からも１年を経過した後に本件監査請求をしたものであることは明らかである。
そうすると，本件監査請求は，請求期間を経過した後にされたものというほか
ない。

そして，地方自治法２４２条ただし書にいう正当な理由の有無は，特段の事
情のない限り，当該普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査す
れば客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在及び
内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたか否
かによって判断されるべきところ（最高裁平成１４年９月１２日第一小法廷判
決・民集５６巻７号１４８１頁），前記認定事実によれば，遅くとも平成１０年３月
末日までには，被控訴人らにおいて相当の注意力をもって調査すれば客観的
にみて住民監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在及び内容を知るこ
とができたと解することができるから，その日から相当な期間内に監査請求を
することが必要であるところ，実際には，被控訴人らはその日から６か月以上
経過した後に本件監査請求をしたというのであるから，上記正当な理由は認
められないといわざるを得ない。

ウ　この点について，被控訴人らは，本件監査請求は，要するに，本件化石類等
の購入価格が暴利，すなわち社会通念に反する程度に著しく高価であり，その
購入契約が公序良俗に違反する無効なものであるとして，控訴人らに対する
損害賠償請求を行うべきことを対象としてなされたものであるから，③契約の
締結行為についての監査のほか，控訴人らが，上記公序良俗に反する無効な
契約に基づき，蒲郡市に本来支払うべき必要のない代金を支払わせたことに
よる損害賠償請求権の行使を蒲郡市が怠っていることをも，その対象として含
んでいるものと解すべきである旨主張し，かかる怠る事実に係る監査請求につ
いては期間の制限はないから，本件訴えはすべて適法であるとする。
　しかしながら，上記認定事実に照らし，本件監査請求に，被控訴人らの主張
するような請求が含まれていたと解するのは困難と言わざるを得ないし，仮に
これが含まれると解し得るとしても，被控訴人らが行使を怠るものとして主張す
る債権は，要するに財務会計上の行為が違法，無効であることに基づいて発
生する実体法上の請求権であるから，その行使を怠る事実に係る住民監査請
求については，当該行為のあった日又は終わった日を基準として地方自治法
２４２条２項の規定を適用すべきである（最高裁昭和６２年２月２０日第二小法
廷判決・民集４１巻１号１２２頁）から，いずれにせよ，上記と同様の帰結とな
る。



　この点について，被控訴人らはさらに，最高裁平成１４年７月２日第三小法廷
判決（民集５６巻６号１０４９頁）をも引用して，本件監査請求において被控訴人
らが主張する債権は，上記のとおり，本件購入契約が公序良俗に違反する無
効なものであることに基づく損害賠償請求権であるところ，同請求権について
は，監査委員が当該行為が違法か否かを判断しなければ当該怠る事実の監
査を遂げることができないという関係には立たないから，怠る事実に係る監査
請求一般についての原則に戻って，監査請求に係る期間制限をすべきでない
旨主張する。
　しかしながら，本件訴訟において無効原因として被控訴人らが主張するとこ
ろは，結局地方自治法２条１３項，地方財政法４条１項に違反し，その趣旨を
没却させるような違法が存するか否かであり，その実質は，まさに財務会計上
の行為の違法，無効に基づく損害賠償請求権であるというべきであるから，こ
れに係る監査請求について上記と別異に解することはできないというべきであ
る。

エ　以上の次第で，③契約に係る被控訴人らの請求は，いずれも適法な監査請
求を経ておらず，不適法であることに帰すると言わざるを得ないから，該当部
分の訴えをいずれも却下すべきである。

(2)　随意契約の方式によって契約した際の手続違反の有無について
以下のとおり原判決を付加訂正するほか，原判決第３「当裁判所の判断」の２

に記載のとおりであるから，これを引用する。
ア　原判決２５頁２３行目「かつ」から同２６頁４行目「であろう。）。」を次のとおり

改める。
「かつ，化石標本類の購入についても，どのようなものをどれだけ購入するか
という課題は，上記の基本構想に密接に関わるものであり，また前示のとお
り，本件科学館の建設が，平成８年度ないし平成１０年度の３事業年度にわた
る補助事業として採択され，したがって，基本的に同事業年度内の開業が可
能となるように全ての化石標本類の調達，納品を完了する必要があったとこ
ろ，そのような時間的制約の中で，本件科学館の構想に合致した品目につい
て，出自の適法性等が適切に確保された一定の化石標本類を収集・調達する
必要があったことに鑑みると，随意契約という方式を採り，その相手方を，かか
る構想を十全に理解し，条件に合致した化石標本類を期間内に確実に収集・
調達する能力を有すること等について合理的な信頼を与えることができた控訴
人会社を選定したことについては，その性質又は目的が競争入札に適しない
場合に当たり（地方自治法施行令１６７条の２第１項２号），合理的な裁量権の
範囲内であったと考えることができる（ただし，その具体的方法については，後
記のとおり，購入対象物件の客観的価値（市場価格）が必ずしも明らかではな
く，しかも性質上相見積りの徴求等，公共財の支出・消費を伴う契約としての
内容の公正・適正を担保する手段を採ることが困難な本件のような場合は，違
法の問題を生じないとしてもなお，地方公共団体の財政の透明化確保の観点
から，改善の余地があり得るというべきであろう。）。」

イ　同２６頁１４行目「もっとも」から１８行目「考えられる。」までを次のとおり改め
る。
「また，同種の化石標本類で，大きさや重量，品質等が類似する物の価格等を
提示させることは，およそ不可能とは言えないとしても，上記のような条件下に
おいて現実に納品可能であることを前提としてこれを期待することは，極めて
困難であると言わざるを得ず，逆にそうであるからこそ上記のとおり⑥契約に
ついて随意契約の方式を採り控訴人会社を相手方とすることに合理的な理由
があると考えられるところである。」

ウ　同２６頁１８行目の「③，」を削除する。
    (3)　本件化石類の代金の約定が地方自治法２条１３項，地方財政法４条１項に違反

するかについて
ア　⑥契約について，随意契約の方式を採り，その相手方に控訴人会社を選定

したこと自体については合理的な理由が認められることは，上記(2)記載のとお
りであり，したがって，代金の定めを含む契約内容は，基本的に契約担当者た
る蒲郡市長の合理的な裁量に委ねられることになるというべきである。しかし
他方，地方公共団体の財政の健全化確保の重要性は言うまでもないのであっ
て，地方自治法は，地方公共団体がその事務を処理するに当たっては，最少
の経費で最大の効果を挙げるべきことを定め（同法２条１３項），地方財政法４



条１項は，地方公共団体の経費は，その目的を達成するために必要かつ最少
の限度をこえて支出されてはならない旨を規定している。普通地方公共団体
の執行機関は，その事務を誠実に管理・執行すべき義務を負う（地方自治法１
３８条の２）のであるから，随意契約の締結に当たり，上記法の趣旨に反するこ
とのないよう，所要の調査を尽くし，個々の具体的事情に基づき適正妥当な代
金額による契約を締結するよう努めるべき義務を負うのは当然であって，⑥契
約の締結についても，蒲郡市長が，上記調査を尽くさず，本件化石類の客観
的な価値を誤認し，或いは同契約に係る諸事情に照らした相当な価格に関す
る判断を誤り，上記法の趣旨に反するような不当に高額な代金額による購入
契約を締結したものと認められるような場合には，当該契約の締結は合理的
な裁量の範囲を超えた違法なものというべきであって，控訴人Ａは，同契約の
締結によって同市に与えた損害の賠償責任を負うべきこととなる。

　　ところで，⑥契約の一方の当事者は地方公共団体はあるが，あくまでも同契
約は私法上の契約であり，その効力は私法の原理に従って決せられるもので
ある。⑥契約の内容が，上記法条（地方自治法２条１３項，地方財政法４条１
項）に反するからといって，直ちに同契約が私法上無効とされるものではない。
しかしながら，地方公共団体が，上記のとおり地方自治法２条１３項，地方財
政法４条１項の趣旨にのっとって事務処理，財政処理を行わなければならない
立場にあること，しかも，地方自治法２条１５項，１６項（現同条１６項，１７項）
によれば，法令に違反した地方公共団体の行為は無効であることを併せ鑑み
ると，地方公共団体の締結する契約は上記各法条の趣旨を没却する結果とな
るような特段の事情が認められる場合には，私法上も無効となるものと解する
のが相当である。すなわち，当該契約の約定代金額が不当に高額で，当該契
約の必要性，契約に至る経緯等を考慮してもなお当該契約の締結が合理的な
裁量の範囲を著しく逸脱すると認められ，かつ，それが何人の目にも明らかで
ある場合や当該契約の相手方においてそれを知り又は知り得べかりし場合な
ど当該契約の効力を無効としなければ上記各法条の趣旨を没却する結果とな
るような特段の事情が認められる場合である。

　　そこで，以下，本件化石類の約定代金額の相当性，⑥契約を無効と解すべき
特段の事情の存否等について順次検討することとする。　

　　なお，当該契約が可分で，無効となすべき事由が当該行為の一部のみに存
し，当事者の合理的な意思が残部のみでも効力を維持することにあると考えら
れ，かつこれを相当とすべき特段の事情がある場合には，契約の当該一部の
みが無効となると解する余地もないではないが，本件においては，特定の化石
標本類について一定額を超えた代金部分のみを無効とすることが控訴人会社
の意思に反することは明らか（当裁判所に顕著）であるから，このような結論を
採る余地はない。他方，⑥契約は，１６品目の化石標本類の購入を目的とする
ものであるが，各品目ごとに対応する代金が定められていることに照らしても，
各品目を対象とした個別的売買契約の集合体とも解し得るし，また，可分なも
のとして各品目ごとにその効力を検討することは当事者の合理的な意思にも
沿うものと考えられるから，本件において，上記判断は最終的には各個別品
目ごとに行うべきこととなる。

      イ　本件化石類の約定代金額の相当性
　　　　(ア)　証拠（乙イ６，乙ロ３２，３４，６１，６２，８７，丙６，８，１１，１３，１４，当審証人

Ｅ）に前記各認定事実，前記争いのない事実等及び弁論の全趣旨を総合す
ると，本件約定代金額確定の経緯については，次のとおり認められる。
ａ　蒲郡市によって設置された蒲郡市新世代高度情報化計画委員会は，平

成８年４月１日，控訴人会社提案に係る構想を採用して，「蒲郡市新世代
高度情報化計画の基本的な考え方（「（仮称）海洋情報センター」施設整
備基本構想の副題が付されている。）」を答申した。しかしこの中では，本
件科学館における展示のあり方について，①基本テーマは「生命の海」と
し，地球誕生以後今日に至るまで生命の進化・絶滅に深く関わってきた
「海」の真の姿を空間的，時間的広がりのある視点でとらえる内容とする，
②世界的に貴重な実物標本を展示するほか，来場者が標本に触れたり，
簡単な実験を行う体験参加型の演出を行うことができるようにする等の基
本的指針が示され，海の発生や生物の進化について簡潔に記述した控
訴人会社作成に係る資料（主要な化石類等についても一定の言及がされ
ているもの）が添付されているものの，具体的な展示内容等についての検



討はなされていない。そして，蒲郡市には，当時，本件科学館における展
示標本について具体的な企画を立てることができるような専門的知識や
能力を有する学芸員等はいなかったから，結局，上記構想に適合する展
示標本としてどのような種類のものをどの程度の質・量において収集する
のかといった具体的な企画の立案自体についても，事実上，控訴人会社
に委ねられることとなった。具体的な選定は，蒲郡市の予算に応じて，控
訴人会社において，当時協力関係にあった学者らの助言を得ながら行わ
れた。

　　なお，本件科学館の設置等については，平成８年１０月２５日，蒲郡市の
申請に基づき，平成８年度ないし平成１０年度の３事業年度にわたる補助
事業として行われることとなったため，遅くとも平成１０年度中に必要な本
件化石類等の収集・納入及び資料収集・製作等を完了する必要があり，
関連資料の整備等の必要上，本件化石類等の収集・納入は，平成１０年
中に行うことが必要な状況にあった。

ｂ　③契約（原判決別表１）と⑥契約（原判決別表２）の対象たる本件化石類
等のうち，③契約のエディアカラ動物群化石及びバージェス動物群化石
の一部，⑥契約のテクタイト，イスア礫岩，アミツォークナイス，ストロマトラ
イトは，⑥契約以前に控訴人会社が既に入手していたものである。このう
ちバージェス動物群化石の一部については，控訴人会社がアメリカの化
石取引業者であり控訴人会社と旧来取引関係のあるＪから購入していた
ものであるが，エディアカラ動物群化石は，Ｇ県立博物館に納入予定であ
ったものがキャンセルとなったために控訴人会社の手元にあったもの，テ
クタイト，イスア礫岩，アミツォークナイス及びストロマトライトについては，
同博物館から委託を受けて採集した際に入手していたものである。そし
て，本件化石類のうち上記以外のものは，いずれもＪの情報に基づき，同
社を通じて購入されたものである。

          ｃ　控訴人会社において本件化石類等の代金額の評定に当たったのは，Ｅであ
り，同人は，同人自身が購入に関わり，購入価格・実費等が明らかである
ものについて，購入価格と実費を基準として価格を決定し，かねて取得済
みであったものや，上記のような客観的な購入価格・実費等が明らかでな
いものについては，市場価値や寡少性（入手困難性）等を勘案して価格を
決定することとした。ただし，本来後者に属することになる本件化石類等
のうち，ストロマトライト，イスア礫岩，アミツォークナイス等，Ｇ県立博物館
にも納入されている岩石標本については，市場で流通していないことか
ら，同博物館の委託を受けて採集した際に要した経費を価格決定のため
の基準価格とすることとした。

　　　　　ｄ　蒲郡市においては，③契約の予算審議の段階で，控訴人会社から日本国内
においては同等の展示例がない旨の情報を得るとともに，参考図書やイ
ンターネット等による情報収集は行ったものの，それ以上に価格に関する
具体的な比較調査を行うに至っていなかったが，平成９年度に入り，本件
化石類等の価格や貴重性について市議会で論議が集中したこと，従前の
担当職員の中には，その価格等について調査を行うに足る専門的な知識
や能力を有する者がなかったことから，蒲郡市博物館（旧蒲郡市郷土資
料館）の学芸員であったＫが，平成９年８月上旬から，専門外ながら（同人
は，大学在学中，博物館学研究室において人文系学芸員としての訓練指
導を受け，学芸員資格（単位認定）を得た者で，専門領域は，日本考古学
（特に古墳時代）。），本件科学館の建設プロジェクトに参画することとな
り，知人の学芸員の紹介により，Ｇ県立博物館等の自然史系学芸員や元
日本地質学会会長やＨ県立自然史博物館館長等の研究者と接触し，収
蔵例の有無や取得価格等，関連情報の収集を行った。⑥契約の締結に
当たっては，上記のような調査に加えて，前示（引用に係る原判決）のと
おりの評価委員会が設置され，平成９年１２月５日及び平成１０年１月２８
日の２回にわたり，本件化石類等の真贋，本件科学館の構想への適合性
及び価格の相当性についての審議を行った。特に，価格の相当性につい
ては，平成１０年１月２８日に，Ｋによる別紙「購入予定品目価格参考資
料」（以下「別紙価格参考資料」という。）記載のとおりの調査結果の報告
（ただし，同資料中，「Ａ館」とあるのは，Ｇ県立博物館，「Ｂ館」とあるの
は，Ｈ県立自然史博物館，「Ｃ館」とあるのは，ミュージアムパークＬ県自



然博物館を指す。）を受けて審議が行われ，その結果，一部に高いと思わ
れるもの，安いと思われるものがあり，でこぼこしているが，概ね妥当であ
り，後は業者との駆け引き次第であるとの意見で概ねまとまった。その上
で，平成１０年６月１５日に蒲郡市議会総務常任委員会等での審議を経
て，可決され，同月１７日に，⑥契約が締結された。

　　　　(イ)　一般に売買契約の約定代金の相当性は，市場価格ないし時価が明らかで
ある場合には，それとの対比において，当該契約の必要性や締結の経緯等
諸般の事情を考慮して判断することになる。しかしながら，本件化石類等に
ついては，各標本ごとの個性が大きい上，取得を希望する者が相当程度限
定され，その取得目的も一様ではないことから，一般的，普遍的な市場が存
在するとは言い難い状況で，そのような方法によって相当性を検証すること
は困難と言わざるを得ない。したがって，相当性を判断する場合には，類似
の取引事例との比較対照や，限定的にせよ市場価格を想定し得る場合に
はそれとの対比を行い，そのような方法も採りがたい場合には，取得に要し
た費用を基礎として，一般経費，特別経費を加え，適正な利益を上乗せする
方法で算出した金額と対比する等して，できる限りその客観的価値の評価
に努めた上，更に契約の必要性や締結の経緯等諸般の事情を考慮して，そ
の相当性を検証すべきこととなる。したがって，当該物件の取得に要した費
用等の厳密な検証までが常に求められることになるわけではないが，随意
契約の方式で売買契約が締結される場合には，競争入札による価格設定
の合理性が期待できないのであるから，その客観的価値の評価について
は，その客観性を担保するべく，慎重な検証が求められるというべきであ
る。以下，上記の認定事実を踏まえて，このような観点から検討することとす
る。

        (ウ)　そこでまず，控訴人らがよりどころとする本件評価委員会の評価の信用性に
ついてみると，同委員会の各委員は，いずれも本研究分野における専門家
であるから，本件化石類等の真贋及びその貴重性や本件科学館の構想へ
の適合性の点に関しては，専門的意見として信用性の高いものということが
できるが，本件で問題とされている価格の相当性については，委員自らも自
認するように（乙イ６，丙１４），必ずしも専門性を有するものではなく，その評
価を直ちに信用することはできないと言わざるを得ない。ただし，各委員は，
上記のとおり，当該標本の価値の優劣については的確に判断し得る専門性
を有しているのであるから，適切な類似の取引事例に関する資料が十分に
提供されれば，それとの対比において，本件価格の相当性についても専門
性に基づいた的確な判断をすることができるのであって，そのような判断に
基づく意見については，特段の事情がない限り，別途取得に要する費用等
の検証を待つまでもなく合理的なものとしてこれを信用することができるとい
うべきである。

　　　　　　この点についてみると，別紙価格参考資料及び丙１３，１４によれば，本件化
石類のうち，古代クジラ骨格化石及び珪化木については，一応，相応の対
照取引事例を前提とした検討が行われているということができるから，特段
の事情が認められない限り，取得原価等の検証を待つまでもなく，その判断
は合理的なものとして信用することができるが，それ以外のものについて
は，かかる対照取引事例に関する情報が必ずしも十分に与えられているも
のとは言い難いから，進んで別途の検証を要するものというべきである。

　　　　　　以下個々の品目ごとに検討する。
ａ　古代クジラ骨格化石（№４）

上記のとおり，本標本については，類似の対照事例を踏まえて本件
評価委員会で検討が行われ，価格は相当との結論に達しているもの
であるから，特段の事情がない限り，基本的にこれを信用することが
できる。

この点，被控訴人らは，丙６によれば，本標本の輸入申告価格は，
１４５４万３６３７円とされており，⑥契約上のいわば転売価格が３．７１
倍にも達する結果となっている点を指摘して，本件価格は不当に高額
である旨主張する。控訴人会社は，この点について，上記輸入申告書
記載の金額は，控訴人会社とアメリカのディーラーとの間で，従前いく
つかの化石の売買があったが，手付金を交付したにもかかわらず買
い受けできなかった案件等があり，その清算を本件古代クジラ骨格化



石と桂化木の代金額で調整したものであり，実態を反映した価格では
ない旨主張し，当審証人Ｅ等には，これに沿う部分があるものの，これ
を裏付けるに足る客観的な証拠は見当たらないと言わざるを得ない。
しかし，そもそも，仮に本標本のいわば実質的な仕入れ価格が上記輸
入申告価格どおりであったとしても，適切な類似の取引事例等との対
比において，本件価格の合理性が認められるのであれば，同価格は
相当というべきであって，被控訴人らの主張するような事実のみによ
って本件価格の相当性が否定されることにはならないというべきであ
る。

また，被控訴人らは，本件鑑定の最高額が，原判決別表５記載のと
おり，２５００万円（株式会社Ｍ）であったことに基づき，本件価格は相
当とは言えない旨主張する。しかし，株式会社Ｍは，本標本がＨ県立
自然史博物館の物と同等とした上で，上記鑑定意見を回答していると
ころ，同代表者である当審証人Ｎは，上記鑑定意見は，同博物館の標
本の取得価格が２５００万円であったとの情報を与えられたことに基づ
いて行ったものであるとし，これが４９００万円であれば，本件価格と同
額とするのが相当である旨供述しているところ，丙１１，１３及び弁論
の全趣旨によれば，上記Ｈ県立自然史博物館の取得価格は４９００万
円であったものと認められる。

本標本が，残存率約９５パーセントと高い上，開口した状態のもの
で，特徴的なヒゲ状の歯列をよく観察することができる等の特徴を有
し，世界的にも極めて希少性の高い標本であること等をも考慮する
と，本件取得価格５３９５万円が不当に高額であると認めることはでき
ないというべきである。

ｂ　マーチソン隕石（№６）
本件評価委員会における対照事例としては，別紙価格参考資料の

とおり，平成５年にＧ県立博物館への納入事例が１件あるのみであ
り，これに基づく評価委員会の評価をそのまま信用することはできな
いと言わざるを得ない。

控訴人会社は，このマーチソン隕石とアエンデ隕石（№５）外２点を
取得するために７万４５００ドル（９２４万円）を支払っているところ，１点
は無価値であり，また他の１点も１００万円相当の価値しかないから，
結局マーチソン隕石とアエンデ隕石の取得原価は合計８２４万円であ
り，マーチソン隕石とアエンデ隕石はそれぞれ６１９万円，７１４万円と
評価し得るなどと主張し，当審証人Ｅ等にはこれに沿う部分がある。丙
６及び乙ロ５０によれば，控訴人会社がＪから，本標本を含む４点の標
本類を７万４５００ドルで購入したことは認められるものの，このうちの
２点が合計で１００万円相当の価値しか有しないことを認めるに足りる
客観的かつ的確な証拠はなく，控訴人会社の主張を採用することは
困難であると言わざるを得ない。

しかし，乙ロ１８によれば，控訴人会社は，平成２年度に，Ｇ県立博
物館の委託を受けて，マーチソン隕石（２点で２２０グラム）を合計４５２
万１０００円（経費別）で入手したことが認められるところ，これを単純
に単位重量当たりの価格により本標本（１５０グラム）相当額に換算す
ると，約３０８万円となる。同証拠によれば，上記標本を含む化石類等
についての取得交渉経費（実費）として約１１６万円が計上されている
ことが認められ，これに一般的経費を加え，利益を乗せるとすれば，
控訴人会社の主張する価格は不当に高額とは言えず，その結果は，
対照事例として冒頭に挙げた事例とも近似するものである。

また，本件鑑定については，当審証人Ｎ，Ｏともに，空気による汚染
を避けるべく真空保管された標本の取扱経験はなく，鑑定価格は，か
かる扱いを前提としない標本についてのものである旨供述する。本標
本の取扱いについて，当審証人Ｅは，研究資料としての質を維持する
ため，落下後間もない時期からアルミ箔などで覆い，空気を遮断して
保管されたものである旨供述している。同供述からすると，控訴人ら
の主張するような落下以降終始完全な真空状態で保管されてきたも
のでないことは明らかであるが，研究機関を通じて取得されていること
を考えれば，上記のような意味で特別の注意を払った取扱いがされて



きているものと推測されるし，丙１０における本標本の紹介記事等をも
併せ見ると，本標本は，そのような取扱いがされてきた研究用資料と
認めることができるというべきである。かかる特別の取扱いを要するこ
とが価格に与える影響について，上記両証人は不明であるなどとする
が，落下直後からかかる取扱いがされた標本の研究資料としての貴
重性自体は，両証人とも認めるところであり，特にそのような扱いがさ
れるとすれば，これを要しない場合に比べて，価格は高くなることは明
らかというべきである。したがって，これと前提を異にする上記鑑定の
結果を採用することはできない。

以上を総合すると，本標本が不当に高額であると認めることはでき
ない。

ｃ　テクタイト（№８）
本件評価委員会における対照事例としては，別紙価格参考資料の

とおり，平成５年にＧ県立博物館に同じベトナム産で数十点・４キログ
ラムのものを２００万円で納入した事例が１件あるのみであり（ただし，
参考事項としてＬ県博物館においてインドネシア産の納入事例が付記
されている。），これに基づく本件評価委員会の評価をそのまま信用す
ることはできないと言わざるを得ない。

テクタイトは，隕石が地上に激突した際に地中のガラス質の物質が
圧力と熱で溶かされて結晶化し，激突の衝撃で大気中に飛散したもの
であるところ，本件鑑定においても，一般に市場に出回っているものは
小さなものばかりであり，本標本のように大きなもの（４キログラム）の
ものは取扱いがなく，価格を算定することはできないとする。ただし，
鑑定人有限会社Ｐ商会は，同社の取扱例として，中国海南島産のテク
タイト４．５キログラムのものを１０万円で福井県に納入したとする。し
かし他方，乙ロ１８を見ると，控訴人会社は，平成２年度に，Ｇ県立博
物館の委託を受けて，タイ産とチェコスロヴァキア産のテクタイトを１３
５個１式５４万８０００円で，１個８２万２０００円（いずれも経費別）で入
手したこと，上記標本を含む取得交渉経費（実費）として約１１６万円
が計上されていることが認められる。上記を比較対照すると，テクタイ
トは産地によって相当価格にばらつきがあるものと考えられ，Ｐ商会の
上記取扱例は決定的な参考価格になるとは言えない。そうしてみる
と，上記実費に一般的経費を加え，利益を乗せるとすれば，控訴人会
社の主張する価格は不当に高額とは言えず，その結果は，対照事例
として冒頭に挙げた事例に照らしてみても，十分合理性が認められる
ところであって，不当に高額とは言えないというべきである。

ｄ　珪化木（№９）
珪化木については，薄いスライス状のものや一定程度の長さのも

のについては相当程度市場に出回っているものの，本標本のように，
１０のブロックに分かれてはいるものの，全長約１０メートルに及ぶ一
本ものについては，一般市場で適時に調達することは困難であるこ
と，したがって，本件鑑定価格も推測の域を出るものではないことは，
当審証人Ｎ及び同Ｏの供述からも明らかである。

本件評価委員会での検討は，以上のような状況を踏まえ，できる限
り直径等が近似し，１ないし２メートル程度の長さのあるブロックの取
引事例を収集し，これと対照して行われたものである。上記の事情を
踏まえれば，このような形での検討は合理的なものであって，その結
果価格の相当性を認める結論に達しているのであるから，特段の事
情がない限り，基本的にこれを信用することができる。

この点，被控訴人らは，丙６によれば，本標本の輸入申告価格は，
２１６万４７３５円とされており，⑥契約上のいわば転売価格はその２
０．５８倍にも達しているとして，本件価格は不当に高額である旨主張
する。控訴人会社は，この点について，上記輸入申告書記載の金額
は，控訴人会社とアメリカのディーラーとの間で，従前いくつかの化石
の売買があり，手付金を交付したにもかかわらず買い受けできなかっ
た案件等があり，その清算を前記古代クジラ骨格化石と本標本の代
金額で調整したものであり，実態を反映した価格ではない旨主張す
る。先に古代クジラ骨格化石について判示したとおり，同主張を認め



るに足る客観的な証拠は見当たらないと言わざるを得ないが，仮に本
標本のいわば実質的な仕入れ価格が上記輸入申告価格どおりであっ
たとしても，適切な類似の取引事例等との対比において，本件価格の
合理性が認められる以上，同価格は相当というべきであって，上記事
実のみによって本件価格の相当性が否定されることにはならない。

ｅ  イスア礫岩（№１０），アミツォークナイス（№１１）
これらは，標本業界の一般市場には流通しておらず，収集は研究

者の手に委ねざるを得ないことは，当審証人Ｎ及び同Ｏの供述からも
明らかである。

別紙価格参考資料によれば，イスア礫岩についてもアミツォークナ
イスについても，Ｇ県立博物館に納入事例があることが認められる
が，控訴人会社によれば，上記各標本は，上記納入事例の目的たる
標本の収集過程において取得したものの一部であるというのであり，
納入されている標本の大きさ等も相当程度異なることが認められる。
したがって，これに基づく評価委員会の判断を直ちに信用することは
できないというべきであり，これらの標本に関する価格の相当性は，こ
れらを取得するに要した費用等を基礎として判断する以外にないこと
になる。

別紙価格参考資料，乙ロ１９，９２によれば，控訴人会社は，Ｇ県の
委託を受けて，平成３年６月２０日から９月１０日まで，グリーンランド
（イスア及びアミツォク）に採集隊を派遣し，同アミツォークナイス１点を
採集し，これを平成５年にＧ県立博物館に納入したところ，同経費は，
総額２０００万円であったことが認められる。同博物館に平成６年に納
入されているイスア礫岩については，直接これを証する証拠はない
が，別紙価格参考資料によれば，イスア礫岩の購入価格は５０００万
円とされているから，上記に照らし，同標本の採集費用として，同額を
要したものと推認される（ただし，利益を見込んだ金額）。

本件イスア礫岩は，上記博物館に納入された標本に比べ，容積は
１５００分の１に過ぎないから，その採集に要する経費も相当程度低額
になるものと考えられるものの，乙ロ１９の「５　世界最古の岩石（グリ
ーンランド）」記載の採集隊派遣費や資料収集経費等標本の大きさに
はあまり影響を受けない固定的に要する経費（上記合計約１５００万
円）程度は少なくとも必要となることが予想される。また，本件アミツォ
ークナイスについては，上記博物館に納入された標本と大きさは大差
がないから，これを独立して採集する場合には，上記とほぼ同額の経
費を要することになる。実際には，本件各標本の採集は，上記博物館
への納入標本の採集の機会に行われたというのであるから，上記費
用の全てを無条件に満額本件各標本の代金に反映させることは相当
とは言いがたいが，他方，Ｇ県立博物館納入分との関係で経費相当
分を既にＧ県から弁済を受けているからと言って，本件各標本の代金
額の相当性の判断において，該当部分全額を控除しなければならな
いことにはなるわけではない。したがって，本件各標本を同一の機会
に採集すると仮定した場合に通常要する費用を積算することにより相
当経費を推計し，これを基礎とした控訴人会社の算定方法は，上記に
照らし，合理的なものとして是認することができるというべきである。

なお，被控訴人らは，輸入申告価格が低廉であるとして上記代金の
相当性を論難するが，上記各標本のように，自ら直接採取して収集す
る場合には，当該標本の物理的な価格自体はほとんどゼロに等しい
ということもできるのであるから，上記の記載は本件における価格の
相当性に関する判断を左右するに足りないというべきである。

ｆ　ストロマトライト（№１３）
本標本についても，上記ｇと同様であって，控訴人会社の算定方法

は，合理的なものと認めることができる。
ｇ　澄江動物群化石（№１，１５）

　別紙価格参考資料によれば，本標本については，参考対照事例が
何ら挙げられることなく，本件評価委員会によって評価がされているか
ら，同評価を当然に信用することはできない。
　ところで，澄江動物群化石については，③契約と⑥契約の２度にわ



たって購入契約が締結されているところ，本件において価格の相当性
が問題となるのは，後者に基づく７０点についてであるが，控訴人らが
主張する経費等は，③契約に基づく１９９点と共通に費やされるもので
あるから，以下⑥契約における価格の相当性を判断する前提として，
③契約に基づく１９９点と併せて検討することとする。
　証拠（乙ロ３の１ないし３，３８の１ないし１０，３９，４０の１０ないし１
３，同１６ないし１９，同２５ないし３０，同３３，６１ないし６８，８５ないし８
７，丙６，当審証人Ｅ）に前記各認定事実及び弁論の全趣旨を総合す
れば，控訴人会社が，Ｊから，平成９年９月１８日に，澄江動物群化石
１０箱を合計７万２０００米ドル（９００万円）で，同年１２月１５日頃に同
２６キログラム分を代金７５００ドル（９７万６８５３円）で購入し，同化石
合計２９３個を蒲郡市に売却したこと，これらの標本についての同定作
業や鑑定を依頼する学者の検討や，Ｄ教授への接触，鑑定等の依頼
や鑑定，同標本のクリーニングのための費用等として，原判決別表３
－２記載（ただし，前記のとおり訂正後のもの。さらに，「乙号証枝番」
欄に２８と記載のある列を除く。以下同様。）のとおり，合計９９４万１５
５９円を支出したことが認められる。
　この点，被控訴人らは，上記各証拠によっては，上記のような支出を
認めることはできない旨論難する。確かに，控訴人会社主張の費用の
中には，澄江動物群化石以外の化石標本や資料の収集の目的も兼
ねているものと推測される費用や，必要性に疑問のあり得る費用（例
えば，当審証人Ｅ等によれば，平成９年１０月２９日及び同年１１月２８
日付けでそれぞれ計上されているＤ教授との接触費用及びアポ取り
費用には，英国への担当者の出張や滞在等のための費用が含まれ
ていることが認められるが，甲４４によれば，当時Ｄ教授とＱ教授との
共同研究は未だ開始されていなかったものと認められるから，この時
期にＤ教授が英国に常駐している状態であったか否かは定かではな
い。したがって，同教授への接触のために真に英国まで出張する必要
があったか否かについては，本件の証拠からは明らかではないと言
わざるを得ない。）も散見されることは否定できない。しかし，上記の過
程で，控訴人会社が，世界的に著名な学者であるＱ教授の紹介を得
てＤ教授との接触を図ったこと，同教授はその後澄江動物群化石につ
いての世界的な第一人者と位置づけられるようになった人物であるこ
と，同教授が本件科学館の名誉館長に就任していること，同教授が来
日し，本件澄江動物群化石についての同定作業や鑑定等に従事する
等していることについては，概ね当事者間に争いがない。これらの事
実を総合すれば，控訴人会社がその過程で相当程度の経費を支出し
ていることがうかがわれるから，控訴人会社が主張のような費用を支
出したこと自体は，これを認めることができるというべきである。
  もっとも，上記のような支出の全てが，一般に，売買目的物の取得の
ために通常要する費用として当然その代金額に反映されることになる
ものではない。しかし，前示のとおり，⑥契約においては，博物館とし
ての性質上，各標本について出自の適法性等を適切に確保すること
が重要であり，また，蒲郡市新世代高度情報化計画委員会の答申に
基づく本科学館の構想や基本方針（海洋情報センターとしての海に関
する情報の集積を実現するため国内外の大学，研究機関などとの人
的ネットワークを構築，整備すること，情報受発信型科学学習施設の
実現のため，国内外の大学や研究所から最新の情報の提供を受け，
これを市民が自由に活用できる形にして還元すること，情報化された
娯楽教育型観光施設の実現のため，世界的に貴重な実物標本を展
示すること等（丙２））に照らし，より質の高い標本の収集やこれに係る
情報発信，発展性のある人的ネットワークの構築が重視されていたこ
とは明らかであり，当審証人Ｅの証言や弁論の全趣旨に鑑みれば，澄
江動物群化石は，本件科学館における核となるべき標本として位置づ
けられていたことがうかがわれる。そうすると，本標本の鑑定等，最低
限必要な条件を確保するために要する経費のみならず，当該標本に
上記基本方針等に沿った付加価値を与えるために要する費用を，合
理的な範囲で当該標本の代金額に反映させることも不合理とは言え



ないのであって，これを随意契約における価格決定についての裁量の
問題としてみても，代金額決定の際にかかる要素を考慮したことが，
合理的な裁量の範囲を超えるということにはならないというべきであ
る。（もっとも，本件のように，売買目的物について一般的な市場価格
を観念することができず，価格の合理性の判断が難しいような場合に
は，価格決定の透明性を確保する観点から，一般に目的物の取得に
要する費用とは認めがたいような業務に係る費用については，別途そ
の内容を特定の上，明確な形で契約を締結する等の手法を検討する
ことも考慮されて然るべきであろう。現に本件においても，丙５を見る
と，①契約ないし④契約の内容（蒲郡市マルチメディアプロデュース事
務のうちの生命の海科学館に関する一切のプロデュース業務（海外
の博物館との交流及び標本貸出しなど提携のプロデュース））との判
別が難しい部分があることは否定できず，望ましいことではない。）
　そうすると，取得に要した実費相当額は，本標本の取得の対価とし
てＪに支払われた９９７万６８５３円と上記費用分９９４万１５５９円の合
計１９９１万８４１２円ということになり，約定代金は，これに一般的な経
費と利益を加えた上，当事者双方の諸般の事情を考慮して定まるべ
きこととなる。さらに，本件契約については，契約締結前の段階で，本
件科学館の構想に合致した購入対象たる化石類等の選定作業も事
実上控訴人会社に委ねられていたこと，本件売買の目的物が市場で
の調達が困難で，学者等とのネットワークやノウハウを駆使し，自力で
情報収集，交渉等を行うことが必要とされるものであったこと，比較的
限られた時間内に上記のような収集・調達・納品を完了する必要があ
ったこと等の事情が認められることは前記認定のとおりである。そこで
必要とされる控訴人会社のノウハウやネットワーク，企画力，交渉力
を利用する対価というべきものは，上記のような一般的な代金の算定
方式においては評価し尽くされていないものと言わざるを得ない。この
ような要素をも加味して検討すると，本件約定代金（３４２５万円）は，
その取得のために要した実額（１９９１万８４１２円）の約１．７倍に当た
るとしても，なお不当に高額であるということはできないというべきであ
る。
　本件鑑定の価格は，これとはまったく前提を異にするものであって，
上記判断を左右するものではないし，また実質的にみて，本件約定代
金が本件鑑定の趣旨に反するものとも認められない。

ｈ　シーラカンス化石（№１７）
　別紙価格参考資料によれば，本標本については，参考対照事例が
何ら挙げられることなく，本件評価委員会によって評価がされているか
ら，同評価を当然に信用することはできない。
　本標本のＪからの購入金額が約１２万円であることは，控訴人会社
も認めており，同金額自体は，本件鑑定の金額にも概ね合致するもの
と考えられる。
　本件約定代金額について，控訴人会社は，同標本が正規の採掘化
石であることの証明のためにＪの代表者から直接採取者に確認しても
らう必要があり，そのための費用として３５万円程度を支出したから，
本件約定代金６８万円は不当とはいえない旨主張する。証拠（乙ロ８
の１及び２，６１，６２，当審証人Ｅ）に前記認定事実及び弁論の全趣旨
を総合すれば，控訴人会社の主張する事実は概ねそのとおり認める
ことができ，上記約定代金は不当に高額とは言えない。

　　　ウ　以上のとおり，本件化石類の約定代金は，いずれも，地方自治法２条１３項，地
方財政法４条１項の趣旨に照らし不当に高額なものとは言えない。

(4)　したがって，⑥契約は，蒲郡市長の裁量の範囲を超えた違法なものとは認め
られないし，私法上無効とされる余地もないから，その余の点について判断する
までもなく，被控訴人らの請求（主位的）は，いずれも理由がないことに帰する。

　　　　確かに，本件については，結局本件科学館の企画からこれに基づく具体的な展
示標本や資料の選定・具体化，その調達（購入）等に至るまで，実質的な立案・
実施ともに控訴人会社の判断に委ねられる結果となっている面は否定できず，
それぞれの時点で，蒲郡市（控訴人Ａら）によって，適切かつ有効な意思決定や
十分な監視が行われてきていたか否かについては，少なくとも外形上，疑問の余



地がないとは言えない部分がある。その意味では，このような契約のあり方自体
や，特に随意契約における価格の適正の判断のあり方については，改善の余地
があることも否定できないものと思われる。しかしながら，本件化石類の購入を
前提とする以上，先に検討したように，その価格設定自体についてはこれを違法
とすべきような事情は見当たらないと言わざるを得ないのであって，被控訴人ら
の主張はいずれも失当というべきである。

　　(5)　また，被控訴人らは，予備的に，蒲郡市が控訴人らに対する損害賠償債権ない
し不当利得返還請求権の行使を怠るものであるとして，地方自治法２４２条の２
第１項４号に基づき蒲郡市に代位して損害賠償を求めるが，その前提たる損害
賠償債権ないし不当利得返還請求権が認められないことは，前記認定のとおり
である。したがって，被控訴人らの上記請求もまた理由がない。

　２　よって，これと結論を異にする原判決を変更することとして，主文のとおり判決す
る。

　　　　　　　名古屋高等裁判所民事第３部

　　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　青　　　山　　　邦　　　夫

　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　田　　　邊　　　浩　　　典

　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　手　　　嶋　　　あ　さ　み


